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10
月
支
給
分
の
公
的
年
金
か
ら

　
　
　
　

「
年
金
か
ら
の
住
民
税
の
引
き
落
と
し
」が
始
ま
り
ま
す
！
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◆
導
入
の
目
的
は
？

　
　

年
金
か
ら
の
住
民
税
の
引
き
落
と

し
は
、
国
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
年

金
受
給
者
の
納
税
の
便
宜
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
導
入
さ
れ
る
も
の

で
す
。

◆
対
象
者
は
？

　
　

対
象
者
は
、
年
金
に
か
か
る
住
民

税
が
あ
り
、
公
的
年
金
か
ら
介
護
保

険
料
が
引
き
落
と
さ
れ
て
い
る「
４

月
１
日
現
在
65
歳
以
上
」
の
方
で
、

対
象
者
に
は
既
に
通
知
を
差
し
上
げ

て
い
ま
す
。

◆
引
き
落
と
さ
れ
る
住
民
税
額
は
？

　
　

年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る
住
民

税
額
は
、
年
金
所
得
分
に
か
か
る
税

額
で
す
。
年
金
所
得
の
ほ
か
に
給
与

所
得
や
事
業
所
得
が
あ
る
方
の
住
民

税
額
は
、
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し

や
、
市
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知

書
で
そ
れ
ぞ
れ
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◆
年
金
か
ら
の
住
民
税
の
引
き
落
と
し
が

途
中
で
中
止
と
な
る
の
は
？

　
　

今
年
の
４
月
２
日
以
降
の
市
外
へ

の
転
出
、
年
金
分
の
住
民
税
額
の
変

更
、
年
金
の
支
給
停
止
、
年
金
か
ら

の
介
護
保
険
料
引
き
落
と
し
の
対
象

外
な
ど
に
該
当
す
る
場
合
は
、
住
民

税
の
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
は
年

度
途
中
で
も
中
止
に
な
り
ま
す
。

　
　

こ
の
場
合
、
市
か
ら
送
付
さ
れ

る
税
額
変
更
通
知
書
で
ご
確
認
い
た

だ
き
、
同
封
の
納
税
通
知
書
で
納
め

て
い
た
だ
く
方
法
に
切
り
替
わ
り
ま

す
。
年
金
か
ら
の
住
民
税
の
引
き
落

と
し
の
再
開
は
、
来
年
の
10
月
支
給

分
の
年
金
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◆
こ
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
住
民
税
の

納
付
方
法
が
変
わ
る
方
が
い
ま
す
。

～
市
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
の

納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
～

【
ケ
ー
ス
１
】
昨
年
１
年
間
の
所
得
が
年

金
の
み
で
、
10
月
支
給
分
の
年
金
か

ら
の
住
民
税
引
き
落
と
し
の
対
象
に

な
る
方

【
納
付
方
法
】
平
成
21
年
度
住
民
税
の

１
、
２
期
分
は
、
す
で
に
市
か
ら
送

付
さ
れ
て
い
る
納
税
通
知
書
で
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
ケ
ー
ス
２
】
昨
年
１
年
間
の
所
得
の
う

ち
年
金
所
得
以
外
に
住
民
税
の
か
か

る
所
得
が
あ
る
方
で
、
10
月
支
給
分

の
年
金
か
ら
の
住
民
税
引
き
落
と
し

の
対
象
に
な
る
方

【
納
付
方
法
】
す
で
に
市
か
ら
送
付
さ
れ

て
い
る
１
期
～
４
期
分
の
納
税
通
知

書
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

【
ケ
ー
ス
３
】
昨
年
、
年
金
の
所
得
の
ほ

か
に
給
与
所
得
が
あ
り
、
住
民
税
が

給
与
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
て
い
る
４

月
１
日
現
在
65
歳
未
満
の
方

【
納
付
方
法
】
こ
の
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
年
金
分
の
住
民
税
は
給
与
か
ら

の
引
き
落
と
し
分
に
含
め
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
、
別
々
に
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
年
金

以
外
の
所
得
に
か
か
る
住
民
税
は
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
給
与
分
と
合
算

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
お
手
元
に
住
民
税
の
納
税
通
知
書
が

届
い
て
い
る
方
は
、
各
納
期
ま
で
に

お
納
め
願
い
ま
す
。「
今
ま
で
納
税
通

知
書
が
届
い
た
こ
と

が
な
か
っ
た
」、
あ

る
い
は「
何
の
内
容

の
納
税
通
知
書
か

分
か
ら
な
い
」
な
ど

の
疑
問
が
あ
る
方

は
、
下
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。


